
 

 平成２７年５月１日 

 

学校法人 昌平黌 行動計画 

 

教職員が、仕事と生活の調和を大切にし、やりがいを持ちながら働ける環境作り 

のために、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  平成２７年５月１日～平成３０年４月３０日までの３年間 

２．内  容 

目 標：年次有給休暇の取得率を向上させる。 

〈対策〉 

●平成２７年 ５月 実態調査 

●平成２７年 ７月 教職員へのアンケート調査等により取得率が低い理由を 

調査 

   ●平成２７年 ８月 改善策の検討 

●平成２７年 ９月 改善策の実施 

●平成２８年 ４月 改善策の進捗状況確認 

●平成２８年 ５月 改善策の再検討 

●平成２８年 ７月 改善策の実施 併せて年次有給休暇取得促進告知 

●平成２９年 ４月 年次有給休暇取得促進の再告知 

●平成３０年 ４月 検証 


